
今 お使いの照明器具は大丈夫！？

耐用年数を経過した照明器具から、

火災が発生する可能性があります。

点灯していても劣化していることがあります。

火災を防ぐために

① 耐用年数を超えて使用しない

※一般社団法人日本照明工業会では15年を限度としており、

10年超えると部品が摩耗し始めるとしています。

② 点灯していても、こまめな点検

③ 屋外や湿気等の水分が多い箇所の照明は要注意

④ 非常用照明器具も定期的に交換

① 古い照明の蛍光ランプ内部

の異常や劣化した安定器の作

動不良により事故が発生して

います

火災事例

② 屋外や湿気等の水分が多

い箇所の非常用照明器具か

らトラッキング火災が発生

しています


